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資料３ 

 

衆議院法務委員会における民法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議 

 

 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮を

すべきである。 

 

一 施行後の本法の運用状況について公表するとともに、諸外国における子の

養育に関する法制の動向等も踏まえ、本法による改正後の家族法制による子

の利益の確保の状況、親権者の指定等における父母の真意の反映の程度、ＤＶ

や児童虐待等を防止して親子の安全・安心を確保するものとなっているか等

について不断に検証し、必要に応じて法改正を含むさらなる制度の見直しに

ついて検討を行うこと。 

 

二 子の権利利益を保護するための父母の責務の明確化等の本法の趣旨及びそ

の内容について、国民、関係府省庁はもとより、児童扶養手当等の事務を行う

地方公共団体及び共同親権の導入により大きく影響を受ける関係機関等に正

確に伝わるよう、周知広報の徹底に努めること。特に、親権の単独行使の対象

となる民法第八百二十四条の二各項の「急迫の事情」、「監護及び教育に関する

日常の行為」、「特定の事項」及び第七百六十六条第一項の「子の監護の分掌」

等の概念については、その意義及び具体的な類型等をガイドライン等により

明らかにすること。 

 

三 子の利益の確保の観点から、本法による改正後の家族法制による子の養育

に関する事項の決定の場面において子自身の意見が適切に反映されるよう、

専門家による聞き取り等の必要な体制の整備、弁護士による子の手続代理人

を積極的に活用するための環境整備のほか、子が自ら相談したりサポートが

受けられる相談支援の在り方について、関係府省庁を構成員とする検討会に

おいて検討を行うこと。 

 

四  父母の別居や離婚に伴う子の養育をめぐる事件の審理に関し、特に子の権

利利益を保護する観点に留意し、子の監護の安全や安心への配慮のほか、当事

者の意見を適切に聴取しこれを尊重することを含め適切な審理運営がされる

よう必要な研修その他の取組を行うこと。 

 

五 離婚後の養育費の受給や親子交流等が適切に実施されるよう、我が国にお
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ける実状調査のほか、諸外国における運用状況に関する調査研究等を踏まえ、

養育費・婚姻費用について裁判実務で用いられている標準算定表を参照して

取り決められる額が適正なものとなるための配慮等を含め、国自らによる取

組の在り方に加え、民間の支援団体や地方公共団体の取組等への支援の在り

方について検討を行うこと。また、調査研究に当たっては、公的機関による養

育費の立替払い制度など、養育費の履行確保のさらなる強化について検討を

深めること。 

 

六 父母による子の養育が互いの人格の尊重及び協力関係のもとで適切に進め

られるよう、離婚前後の子の養育に関する講座の受講や共同養育計画の作成

を促進するための事業に対する支援、ＡＤＲの利便性の向上など、関係府省庁

及び地方公共団体等と連携して必要な施策の検討を図ること。 

 

七  改正法により家庭裁判所の業務負担の増大及びＤＶ・虐待のある事案への

対応を含む多様な問題に対する判断が求められることに伴い、家事事件を担

当する裁判官、家事調停官、家庭裁判所調査官等の裁判所職員の増員及び専門

性の向上、調停室や児童室等の物的環境の充実、オンラインによる申立てやウ

ェブ会議の利用の拡大等による裁判手続の利便性の向上、子が安心して意見

陳述を行うことができる環境の整備など、必要な人的・物的な体制の整備に努

めること。 

 

八 司法手続における利用者負担の軽減を図るため、法テラスによる民事法律

扶助、ＤＶ等被害者法律相談援助や地方公共団体における支援事業など、関係

機関との連携を一層強化し、必要な施策の充実に努めること。 

 

九 ＤＶ及び児童虐待が身体的な暴力に限られないことに留意し、ＤＶや児童

虐待の防止に向けて、被害者支援の一環としての加害者プログラムの実施の

推進を図ることを含め、関係機関と連携して被害者の保護・支援策を適切に措

置すること。また、居住地や勤務先・通学先等が加害者に明らかになること等

によるＤＶ被害や虐待の継続、ＳＮＳなどインターネット上の誹謗中傷や濫

訴等の新たな被害の発生を回避するための措置を検討すること。 

 

十 親権者の指定や親子交流等が子の利益のため適切に行われるようにするた

め、ＤＶ及び児童虐待の被害又はそれらのおそれの有無についての認定が適

切に行われるよう、必要な研修その他の取組を行うこと。また、父母が互いの

親子交流を尊重し、これを妨げる行為を防止する措置等について検討するこ
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と。 

 

十一 本法の下で新たな家族法制が円滑に施行され、子の利益を確保するため

の措置が適切に講じられるよう、関係府省庁等が連携して必要な施策を実施

するための体制整備を進めること。また、本法の施行に伴い、税制、社会保障

制度、社会福祉制度等への影響がある場合には、子に不利益が生じることはな

いかという観点に留意して、必要に応じ関係府省庁が連携して対応を行うこ

と。 

 

十二 改正法が国民生活へ多大な影響を与えることに鑑み、本法の施行に先立

って、子の利益の確保を図るために必要な運用開始に向けた適切な準備を丁

寧に進めること。 


